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計画の性格・位置づけ 

１ 計画の性格 

本計画は、交通安全対策基本法第２６条第１項の規定により、大津市交通安全対策会議

が滋賀県交通安全計画に基づき策定するもので、大津市における陸上交通の安全に関す

る総合的かつ長期的な施策の大綱を定めたものです。 

本計画に記載のない鉄道交通、踏切道における交通の安全については、県計画に基づ

き国、県とともに推進していきます。 

 

２ 計画の位置づけ 

  本計画は、国の交通安全基本計画、滋賀県交通安全計画を上位計画として位置づけて

おり、大津市総合計画や大津市交通安全条例等にも関連しています。 

また、第 11次計画からは、令和４年４月に施行した大津市交通安全条例の実効性を高め

るための重要な役割も担っています。 

 

３ 計画期間 

  令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

第１章 計画の考え方 

 

【国】中央交通安全対策会議

滋賀県交通安全対策会議

大津市交通安全対策会議

推 進 体 制

交通安全基本計画

滋賀県交通安全計画

上 位 計 画

大津市交通安全計画

交通安全都市宣言

交通安全教育都市宣言

大津市総合計画

第2期実行計画

関 連 計 画 等

大 津 市

大津市交通安全条例

大津市違法駐車等の

防止に関する条例

大津市自転車等の

放置防止に関する条例

関 連 条 例

大津市交通安全基金条例
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第１節 基本理念 

 

 「交通事故のない大津を目指して」 

 

 超高齢社会の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大等により、大津市を取り巻く社会情

勢は刻々と変化しており、このような変化に対応しつつ、真に豊かで活力のある社会を構築し

ていくためには、その前提として、地域社会が安全・安心であることが重要です。 

 

毎年多くの方が交通事故の被害に遭われていることから、交通安全の確保は、安全で安心

な地域社会を実現するための重要な要素です。 

 

本市では、その重要性を踏まえ、10 次・50 年にわたり、国、滋賀県、警察、関係機関等と連

携を図り、様々な取組を行ってきており、第 10 次大津市交通安全計画（以下、「前計画」とい

う。）期間中においては、交通事故死傷者数は年々減少し目標は前倒しで達成しましたが、交

通事故死者数は横ばいが続き、毎年交通死亡事故が発生してきたことから、重大事故を防ぐ

ための更なる対策が必要となっています。 

 

このため、本市では交通安全施策を総合的かつ計画的に推進し、もって交通事故のない安

全で安心な地域社会の実現を目指して、令和４年４月に大津市交通安全条例（以下、「条例」

という。）を施行しました。第 11 次大津市交通安全計画では、前計画の方針を継承しつつ、時

代のニーズに応え、条例に定める人命尊重の理念に基づき、人優先の交通安全思想を基本

とし、交通事故は、被害者やその遺族のみならず加害者の人生に重大な影響を与えるととも

に社会的、経済的にも大きな損失をもたらすことを鑑み、究極的には交通事故のない社会の

実現に向けて「交通事故のない大津を目指して」を基本理念とし、本計画では、交通事故

死者数は指標とせず、常にゼロを目指してまいります。 

 なお、交通事故死者については、第１１次滋賀県交通安全計画（以下、「県計画」という。）に

定める目標数や取組を踏まえ連携していきます。 

  

第２章 基本理念等 
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第２節 交通事故の発生状況 

 

 大津市の交通事故による死傷者数は、平成１５年の３，３４６人を境に減少傾向に転じ、平成

２７年には１，５４０人となり半減しました。その後、令和２年には８８６人で１，０００人を下回り、

令和３年には８０９人で平成１５年の４分の１を下回りました。 

 

 前計画の目標のうち、２４時間死者数については下げ止まり横ばいとなっており、令和２年ま

でに５人以下にするという目標は達成できませんでした。 

 死傷者数については、平成３０年は１，２５６人、令和元年は１，０５１人、令和２年は８８６人と

なり、１，３００人以下にするという目標を３年連続で達成しています。 

 

【大津市における交通事故の発生状況】 

 

 【大津市における各計画期間中の平均値】 

 交通事故件数 死傷者数 24時間死者数 

第７次（H13～H17） ２，５１４  ３，２４２  １５．６  

第８次（H18～H23） ２，０９４  ２，６７０  １４．６  

第９次（H24～H27） １，５８５  １，９８５  １０．０  

第 10次（H28～R2） ９４０  １，１７８  ９．６  
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計画の目標 

 

 

 

前計画では、「年間の２４時間交通事故死者数を５人以下にする」、「年間の交通事故死傷

者数を１，３００人以下にする」ことを目標に掲げ、各種交通安全施策を推進してきました。 

本計画では、国や県の第１１次計画を参考に、重傷者が発生する事故防止への取組が死

者数の減少にもつながることから、命に関わり優先度が高い重傷者数を新たに指標として設

定し、「交通事故の重傷者数を６０人以下にする」ことを目指します。 

 

【第１１次交通安全基本計画（国）及び第１１次滋賀県交通安全計画の目標】 

 重傷者数 ２４時間死者数 

国 ２２，０００人 ２，０００人 

県 ２９０人 ３５人 

 

【大津市における交通事故による重傷者数及び２４時間死者数の推移】  

 

第３章 交通安全計画の目標 

○交通事故の重傷者数を、「６０人以下」にすることを目指します。 
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【指標設定の考え方】 

令和３年実績で滋賀県 324人に対し大津市 71人であることを踏まえ、 

その比率により算定。 
 

（参考）その他の指数での比率（対滋賀県）により算定した場合 

・人口      ：24.3％ → 70.5人 

・交通事故件数  ：23.0％ → 66.7人 

・交通事故傷者数 ：22.7％ → 65.9人  
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第１節 道路交通の安全対策の視点 

１ 重視すべき視点 

近年、交通事故の発生件数及び死傷者数は減少傾向にあることから、これまでの交通安

全計画に基づく交通安全対策は、一定の効果があったものと考えられます。 

一方で、悲惨な交通死亡事故は毎年発生しており減少傾向も見られないことから、これま

でに実施してきた交通安全対策を踏まえながらも、大津市における交通事故に関する情報

を収集、分析して事故原因に応じた重点的な対策を講じていくことが必要となっています。 

そのため、大津市における交通事故の特徴を踏まえた、交通安全対策を推進するための

大切な視点を設定します。 

 

【滋賀県と共通の視点】 

(1) 高齢者及び子ども*1の安全確保 

(2) 歩行者及び自転車の安全対策と遵法意識の向上 

(3) 生活に密着した身近な道路及び交差点における安全確保 

(4) 先端技術の活用推進 

(5) 交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

(6) 地域が一体となった交通安全対策の推進 

 

【大津市独自の視点】 

(1) 道路の見通しの確保 

(2) 交通事故情報の活用と発信 

(3) 自転車の安全利用 

(4) 歩きスマホの禁止 

 

 

２ 滋賀県と共通の視点 

(1)高齢者及び子どもの安全確保 

① 高齢者の日常の移動手段等に応じた対策の推進 

前計画期間における交通事故死者数に占める高齢者の割合は３５．４％を占めており、

高齢者の人口比率２５．７％を大きく上回っています。今後も高齢化が進展することを踏ま

えると、高齢者の交通安全対策の必要性はますます高まっていくことが予想されます。 

そのため、高齢者の安全を確保するために、歩道の整備や生活道路の安全対策、高 

 
*1 子ども：中学生以下の者  

第４章 道路交通の安全についての対策 
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齢者の特性を踏まえた交通安全教育や見守り活動などの推進、また、自動車運転の安

全対策として、身体機能の変化等を補う技術の活用・普及を積極的に進めるとともに、運

転免許証返納後の、高齢者の移動を伴う日常生活を支えるための対策を進めます。 

 

② 子どもの移動経路における安全対策の推進 

子どもが関わる交通事故は減少してきていますが、次代を担う子どもの安全を確保する

観点から、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路や通学路等におい

て、横断歩道の設置や歩道の整備等により安全・安心な歩行空間を確保するとともに交

通安全教育を推進します。 

 

【大津市における年齢区分別の交通事故死者数】 

 

【大津市における年齢区分別の交通事故死傷者数】 

 

(2)歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

① 安全・安心な歩行（通行）空間の確保 

前計画期間における交通事故死者数に占める歩行者の割合は３９．６％、自転車が  

６．３％を占めており、そのうち高齢者の割合は歩行者では５２．６％、自転車で３３．３％を

占めており高い比率となっています。 

人優先の考えの下、生活に密着した身近な道路等においても、横断歩道の設置や歩

道の整備、歩行者や自転車の通行帯の明示等、安全で安心な歩行空間の確保に努めま

す。 

 

② 交通安全教育等の推進 

ア 歩行者の安全確保 

運転者に対して、横断歩道に関する交通ルールの遵守と歩行者優先の徹底を周知

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども
15歳以下

66       
5.0

97       
7.0

77       
6.1

74       
7.0

48       
5.4

72       
6.1

54       
6.7

若者
16～24歳

218     
16.6

237     
17.1

222     
17.7

149     
14.2

160     
18.1

197     
16.7

110     
13.6

一般
25～64歳

859     
65.6

848     
61.1

763     
60.7

671     
63.8

556     
62.8

739     
62.8

504     
62.3

高齢者
65歳以上

167
12.7

206
14.8

194
15.4

157
14.9

122
13.8

169.2
14.4

141
17.4

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども
15歳以下

0
0.0

0
0.0

0
0.0

4
36.4

0
0.0

0.8
8.3

0
0.0

若者
16～24歳

1
11.1

2
15.4

0
0.0

1
9.1

2
22.2

1.2
12.5

0
0.0

一般
25～64歳

8 88.9 6 46.2 2 33.3 1 9.1 4 44.4 4.2 43.8 3 37.5

高齢者
65歳以上

0 0.0 5 38.5 4 66.7 5 45.5 3 33.3 3.4 35.4 5 62.5
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するとともに、歩行者に対しても、自らの安全を守るためにも、交通ルールやマナーを

守るように交通安全教育等を推進します。 

イ 自転車の安全利用 

近年、自転車側が加害者となる交通事故も多発していることから、ヘルメット着用の

促進、自転車損害賠償責任保険等への加入徹底を図るとともに、自転車利用者による

交通ルールやマナーに違反する行動が多いことから、自転車利用についての交通安

全教育の充実等、自転車の安全利用の促進を図ります。 

 

   【大津市における交通手段別の交通事故死者数】 

 

 【大津市における年齢区分別・交通手段別の交通事故死者数】（第 10次計画期間） 

 

(3)生活に密着した身近な道路及び交差点における安全確保 

① 生活に密着した身近な道路における安全確保 

    前計画期間における子どもが関係する交通事故の６４．３％は市道で発生しており、他

の年齢区分と比べると、市道での交通事故は高い割合を示しています。 

   すべての歩行者や自転車が安全で安心して通行できる環境を確保するため、自動車

の速度抑制を図るための道路交通環境の整備や交通指導取締りの実施のほか、幹線道

路からの自動車の流入を防止するための対策等を推進します。 

 

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

四輪車 4 44.4 3 23.1 1 16.7 4 36.4 6 66.7 3.6 37.5 4 50.0
自動二輪車
原付

1 11.1 5 38.5 0 0.0 1 9.1 1 11.1 1.6 16.7 1 12.5

自転車 1 11.1 1 7.7 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0.6 6.3 0 0.0

歩行者 3 33.3 4 30.8 4 66.7 6 54.5 2 22.2 3.8 39.6 3 37.5

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

四輪車 自動二輪・原付 自転車 歩行者 その他 合計
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども
15歳以下 3 16.7 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 - 1.0 10.4
若者

16～24歳 2 11.1 2 25.0 1 33.3 0 0.0 0 - 1.0 10.4
一般

25～64歳 8 44.4 5 62.5 1 33.3 7 36.8 0 - 4.2 43.8
高齢者

65歳以上 5 27.8 1 12.5 1 33.3 10 52.6 0 - 3.4 35.4
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  【大津市における年齢区分別・路線別の交通事故件数】（第 10次計画期間） 

 

② 交差点における安全確保 

前計画期間における交通事故のうち、５０．５％が交差点や交差点付近で発生してい 

ます。  

様々な交通が輻輳する交差点は、交通事故発生リスクの高い危険箇所であることから、

車両等の安全な通行と歩行者の安全を確保するため、信号機の設置（移設を含む。）や

改良、交差点改良、歩行者等の安全確保のための防護柵の設置等の交通安全施設の

整備を進めるとともに、交差点通行時の安全行動の実践を促す交通安全教育や広報・啓

発活動を推進します。 

 

【大津市における道路形状別の交通事故件数】 

 

(4)先端技術の活用推進 

衝突被害軽減ブレーキをはじめとした先端技術の活用により、交通事故が減少していま

す。今後も、安全運転サポート車の普及はもとより、運転者の危険認知の遅れや運転操作

の誤りによる事故を未然に防止するための安全運転支援システムの普及促進を図ります。 

 

(5)交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

交通事故の発生地域、場所、形態等の情報を分析し、よりきめ細かな対策を効果的かつ

効率的に実施するとともに、ビッグデータや専門家の知見等も活用します。 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

交差点 327
31.0

341
30.9

327
33.9

256
30.4

253
34.5

301
32.0

239
36.4

交差点付近 195
18.5

191
17.3

173
17.9

172
20.4

139
19.0

174
18.5

94
14.3

単路 478
45.3

512
46.3

417
43.3

374
44.4

299
40.8

416
44.3

289
44.1

踏切 0
0.0

1
0.1 0.0

0
0.0

1
0.1

0
0.0

0
0.0

その他 55
5.2

60
5.4

47
4.9

40
4.8

41
5.6

49
5.2

34
5.2

33.9 25.6
5.4

29.6
28.1

25.6

30.8
38.7

64.3

5.7 7.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 高齢者 子ども

その他

市道

県道

国道

4.7
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(6)地域が一体となった交通安全対策の推進 

これまで以上に地域住民の交通安全対策への関心を高め、行政、関係団体、住民等の

協働による地域に根ざした交通安全対策に取り組みます。 

なお、交通ボランティアをはじめ、地域における交通安全活動を支える人材の高齢化が

進んでいる現状を踏まえ、若者をはじめ全ての世代が交通安全対策について自らの問題と

して関心を高め、交通安全活動に積極的に参加するよう人材の育成、確保に資する取組を

推進します。 

 

 

３ 大津市独自の視点 

(1)道路の見通しの確保 

前計画期間における交通事故の８２．５％は車両対車両の事故で、そのうち２３．５％が出

会い頭の事故となっています。出会い頭の交通事故の４２．１％は、過失割合の重い第１当

事者が５．５ｍ未満の道路から交差点に進入した際に発生しています。また、交差点だけで

なく路外施設の出入り口付近での発生も懸念されます。 

このことから、見通しの悪い道路や幅員の狭い道路、路外施設の出入り口付近の見通し

を確保することが重要であるため、道路の見通しを確保するための指針を策定し、道路の改

良や路外施設の出入り口付近の門、柵、塀等のメッシュフェンス化等に加え、カーブミラー

の設置等の対策を推進します。 

 

  【大津市における事故類型別・道路形状別の交通事故件数の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【車種別の車両対車両の交通事故の状況】 

車道幅員（第 1当事者側） 
交差点小 5.5m未満 

交差点中 5.5m以上 13m未満 
交差点大 13m以上 

乗用車 貨物車 二輪車 軽車両 不明 計
（件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％）

乗用車 1,628 73.7 247 68.8 591 79.1 427 76.0 0 0.0

貨物車 386 17.5 85 23.7 101 13.5 74 13.2 0 0.0

二輪車 97 4.4 19 5.3 20 2.7 24 4.3 1 100.0
軽車両 76 3.4 6 1.7 19 2.5 15 2.7 0 0.0
不明 22 1.0 2 0.6 16 2.1 22 3.9 0 0.0

第

１

当

事

者

車両対車両

第２当事者

人対車両

14.3%

車両対車両

82.5%

車両単独

3.1%

交通事故

4,699件

追突

43.8%

出会い頭

23.5%

左折時

6.2%

右折時

9.2%
その他

17.3%

車両対車両

3,878件

交差点小

42.1%

交差点中

26.1%

交差点大

3.1%

単路（トンネル等以

外） 21.5%

その他

7.2%

出会い頭

912件



 

 

- 10 - 

 

(2)交通事故情報の活用と発信 

交通事故情報等の客観的なデータを活用して、交通事故の原因を調査・分析し、道路改

良に活かします。また、交通事故情報やその分析結果等の情報を、分かりやすく、速やかに

市民等に発信できる仕組みを構築し、広報・啓発活動を充実します。 

 

(3)自転車の安全利用 

自転車による交通事故の割合が増加傾向にあることから、自転車の運転技術の向上に

加え、交通ルールを遵守し交通マナーを実践する意識を高めるため、自転車の交通安全

教育を推進するとともに、全ての世代に対する自転車乗用時のヘルメットの着用を促進しま

す。 

 

(4)歩きスマホの禁止 

歩きスマホによる交通事故やトラブルが多発し社会問題になっていることから、警察や交

通安全協会等の関係機関とも連携し、歩きスマホ禁止の周知・啓発活動を推進します。 

取組の推進にあたっては、屋外で移動しながらスマートフォンを操作する人が多い現状を

踏まえ、「しない、させない」気運の醸成を図ります。そのために、広報紙やホームページ等

のメディアを活用した周知や街頭啓発等の取組に加え、スマートフォンの販売店や携帯キャ

リア等の協力も得て、広範な取組を展開します。 

また、市民や事業者が歩きスマホの危険性についての理解を深め、一人ひとりの主体的

な取組を促していくために、歩きスマホによる事故事例などを視覚的に表した啓発資料等の

作成にも取り組んでいきます。 
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第２節 道路交通に関する安全施策 

１ 道路交通環境の整備 

(1) 生活に密着した身近な道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

「人」の視点に立った道路等の交通安全施設等の整備や効果的な交通規制の推進等き

め細かな事故防止対策を実施することにより、安全・安心な道路交通環境の形成に努めま

す。 

 

① 生活に密着した身近な道路等における交通安全対策の推進 

通過交通*2 車両の流入や車両速度を抑制する対策を進め、子どもや高齢者等が安心

して通行できる道路空間の確保を図ります。 

ア 滋賀県公安委員会による対策 

県計画に基づく交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合に配意した施策を

推進します。 

イ 道路管理者による対策 

歩道の連続的・面的な整備等により、安心して移動できる歩行空間を整備するととも

に、歩行者や自転車の通行の安全性の確保や通過交通車両の流入の抑制を図る対

策を実施します。 

また、国や県、市、市民等が連携して、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の

整備や交通事故危険箇所の対策に取り組みます。 

 

② 通学路等における交通安全の確保 

未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路や通学路における交通安全

を確保するため、「通学路交通安全プログラム」に基づく定期的な合同点検等を実施する

とともに、地域や保護者から日常の状況を把握したうえで、道路交通の実態に応じ、学校、

教育委員会、保育所等の対象施設及びその施設を所管する機関、警察、道路管理者等

の関係機関が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進します。 

また、園児、児童、生徒等の通行の安全を確保するため、通学路等の歩道整備や、ハ

ンプ・狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵等の設置、自転車道・自転車専用通行

帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、押ボタン式信号機・歩行者用灯器等の整

備、横断歩道の拡充等の対策を推進します。 

さらに、毎年度、国や県、市、市民等が連携し、通学路を集中的に点検する安全点検

期間を設け、市民へ周知・啓発します。 

 

 
 
*2 通過交通：ある地域を通過するだけで、その地域内には目的地がない交通のこと。 
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③ 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 

ア 駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦性や幅員が確保された歩道等

を積極的に整備します。 

イ 歩道の段差・傾斜・勾配の改善、音響式信号機等のバリアフリー対応型信号機、エス

コートゾーン*3、昇降装置付立体横断施設、歩行者用休憩施設、自転車駐車場、障害

者用の駐車ます等を有する自動車駐車場の整備等を推進します。 

ウ 高齢者、障害者等の安全な移動を支援する信号灯器や道路標識、道路標示の整備、

新たな技術の導入検討を推進します。 

エ 大津市バリアフリー基本構想に基づくＪＲ大津駅・京阪浜大津駅（現：びわ湖浜大津駅）

周辺地区やＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区における特定事業の推進をはじめ、駅前

等の交通結節点において、エレベーター等の設置、スロープ化や建築物との直結化が

図られた施設の整備を推進します。 

また、視覚障害者誘導用ブロックや歩行者用の案内標識の設置等を推進します。 

オ 横断歩道、バス停留所付近等の駐車違反の取締り強化、歩道や視覚障害者誘導用

ブロック上の放置自転車等の撤去に努めます。 

 

④ 交差点や施設出入り口等の見通しの確保の推進 

交差点や施設出入り口等の見通しを確保するため、歩行者や運転者、子どもや高齢

者、障害者の目線に立って、指針を策定して門、柵、塀、植栽等の設置に配慮するととも

に、隅切りや待避所、カーブミラーの設置等に取り組みます。また、市民や事業者におい

ても、建物や構造物を設置する際には、道路の見通しを遮らない大きさ、形状等に配慮

するよう、周知・啓発に努めます。 

さらに、安全な道路空間を確保するため、道路占用の適正化と不法占用物の排除に

努めます。 

 

(2) 高速道路の道路利用促進による生活に密着した身近な道路等の安全確保 

   高規格幹線道路等の事故率の低い道路の利用を促進し、生活に密着した身近な道路等

における通過交通車両の流入や車両速度の抑制を図ることで、歩行者や自転車の安全を

確保します。 

 

(3) 幹線道路における交通安全対策の推進 

幹線道路における交通安全対策として、交通事故危険箇所へきめ細かで効率的な取組

を推進します。 

 

 
 
*3 エスコートゾーン：道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるために横断歩道
上に設置され、視覚障害者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列 
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① 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

県計画に基づき、道路整備事業における交通安全効果の科学的検証とマネジメントサ

イクルの適用により効率的・効果的な実施を図る「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解

消作戦）」を推進します。 

 

② 事故危険箇所対策の推進 

事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、道路標識の高輝度化、歩道等の整

備、隅切り等の交差点改良、見通しの確保、付加車線等の整備、中央帯の設置、バス路

線等における停車帯の設置及び防護柵、区画線等の整備、道路照明・視線誘導標の設

置等の対策を推進します。 

 

③ 幹線道路における交通規制  

一般道路における交通の安全と円滑化を図るための速度規制の適正化等の必要な安

全対策を推進するとともに、交通事故、天候不良等の交通障害が発生した場合の臨時交

通規制等による事故の防止を図ります。 

 

④ 重大事故の再発防止 

社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査し、再発防

止を図ります。 

 

⑤ 適切に機能分担された道路網の整備 

ア 幹線道路から居住地域内道路に至るネットワークの体系的な整備と歩道や自転車道

等の充実により、歩行者、自転車、自動車等の通行の分離を図ります。 

イ 安全性の高い幹線道路等の整備を推進し、道路ネットワーク全体の安全性を向上さ

せます。 

ウ 交通の効果的な分散のため、バイパス等の充実を図ります。 

エ 幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域内等において

は、補助的な幹線道路、区画道路、歩行者専用道路等の系統的な整備と、車両速度

及び通過交通車両の流入の抑制等を行います。 

 

⑥ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進 

高速自動車国道等における事故防止対策は、県計画に基づき推進します。 

 

⑦ 道路の改築等による交通事故対策の推進 

安全な交通の確保に向け、自転車通行環境の整備や交差点のコンパクト化等を推進

します。 
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ア 歩行者及び自転車利用者の安全等を図るため、歩道等の設置や、自転車と歩行者

等を分離するための自転車道や自転車専用通行帯の設置等の道路の改築を推進し

ます。 

イ 交差点及びその付近における交通事故の防止を図るための交差点のコンパクト化等

を推進します。 

ウ 商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため、交通量や

通行の状況に応じた歩道、自転車道、自転車専用通行帯等の整備を推進します。 

エ 交通混雑が著しい市街地、鉄道駅周辺等において、歩行者空間の拡大を図るため

の周辺の幹線道路及び広場等の整備を図ります。 

 

⑧ 交通安全施設等の高度化 

ア 交通実態に応じて、複数の信号機を面的・線的に連動させる信号制御の改良と視認

性の向上に資する信号灯器の LED化を推進します。 

イ 道路の構造や交通の状況等に応じた安全確保のために、道路標識の高輝度化、排

水性舗装、高視認性区画線の整備等を推進します。 

 

(4) 交通安全施設等整備事業の推進 

警察及び道路管理者等が連携し、事故実態を踏まえた重点的かつ効果的な交通安全

施設等の整備を推進します。 

 

① 交通安全施設等の戦略的維持管理 

県計画に基づき信号機等の老朽化対策と、路面標示の定期的な点検による適正な管

理に努めます。 

 

② 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

生活に密着した身近な道路において人優先の考えの下、「ゾーン 30」等の車両速度や

通過交通車両の流入の抑制、歩行空間のバリアフリー化、通学路等の歩行空間の確保、

自転車利用環境の整備、無電柱化の推進等による歩行者・自転車の安全な通行空間の

確保等に努めます。 

 

③ 幹線道路対策の推進 

幹線道路の交通事故発生箇所における交差点改良等の重点的な対策を実施します。 

 

④ 交通円滑化対策等の推進 

交通の円滑化、高度道路交通システム（ITS）の活用、道路交通環境整備への住民参

加の促進等は、県計画に基づき推進します。 
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(5) 高齢者等の移動手段の確保・充実 

高齢者等の事故防止や運転免許証の自主返納等への対応として、鉄道・バスなどの地

域の実情に応じた公共交通等の移動手段が確保された状態を目指します。 

令和３年３月に策定した、地域公共交通のマスタープランとなる「大津市地域公共交通計

画」に基づき、既存公共交通の維持に努めるとともに、バス路線の廃止等に対応したデマン

ド型乗合タクシー等の新たな移動手段の導入を進めることにより、高齢者をはじめとする市

民の移動手段の確保に努めます。 

 

(6) 歩行者空間の面的整備とバリアフリー化 

駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ道路における歩道整備や歩道の段差・傾斜・勾

配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等により、歩行空間の面的な整備

とバリアフリー化を図ります。 

 

(7) 無電柱化の取組 

歩道の幅員の確保や歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全を図るため、滋賀

県の無電柱化推進計画に基づき取組を推進します。 

 

(8) 効果的な交通規制の推進 

県計画に基づき、ハード・ソフト両面での総合的な対策を警察や道路管理者と連携して

実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図ります。 

 

(9) 自転車利用環境の総合的整備 

① 安全で快適な自転車利用環境の整備（エコ交通・ビワイチ*4） 

サイクリング「ビワイチ」の定着等により自転車利用者の増大が予想されることから、車

道通行を基本とし、歩行者と自転車が分離された自転車通行空間の整備等を推進します。

また、レンタサイクルや駐輪場等の自転車利用の促進に資する情報提供や、ルール・マ

ナーの啓発活動などのソフト施策を積極的に推進します。 

加えて、必要に応じた交通規制や自転車専用通行帯をふさぐ違法駐停車車両の取締

りを実施します。 

 

② 放置自転車対策の推進 

県、市、道路管理者、警察、鉄道事業者等が連携し、駅前広場及び道路に放置されて

いる自転車の整理・撤去等を行います。 

 

 

 
*4 ビワイチ：びわ湖を一周すること。本文では、自転車でびわ湖を一周すること。 
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(10) 高度道路交通システムの活用 

県計画に基づき、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステ

ムとして構築する「高度道路交通システム」（ITS）等の推進に取り組みます。 

 

(11) 交通需要マネジメントの推進  

道路交通渋滞の緩和と道路交通の安全・円滑化を図るため、公共交通機関と自転車の

利用を促進します。 

 

① 公共交通機関の利用促進 

公共交通機関のバリアフリー化や利用者視点に立った利便性の向上等により、利用し

やすい公共交通環境の整備を進めます。 

 

② 安全な自転車利用の促進 

通勤・通学や買い物等の日常利用と観光利用の両面から自転車利用を促進するため、

自転車の安全利用推進の取組と併せて、情報発信や啓発に取り組みます。 

 

(12) 災害に備えた道路交通環境の整備 

災害に備え、緊急輸送道路の橋梁の耐震化、回避・代替道路の整備、道の駅の防災拠

点化、監視システムや道路情報板等の交通安全施設の整備、災害発生時の交通規制や情

報提供については、県計画に基づいて実施します。 

 

(13) 総合的な駐車対策の推進 

道路交通の安全と円滑化に寄与するため、道路交通の状況や地域の特性に応じた駐車

対策を推進します。 

 

① きめ細かな駐車規制の推進 

駐車規制の点検・見直しを実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要

等にも配慮し、きめ細かな駐車規制を推進します。 

 

② 違法駐車対策の推進 

悪質性、危険性、迷惑性の高い違反や放置車両等は、県計画に基づく対策を強化し

ます。 

 

③ 駐車場等の有効利用 

路上における無秩序な駐車を抑制し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、駐

車場の有効利用を推進します。 
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④ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除と自動車の保管場所の確保等について、市民への広報・啓発を行うと

ともに、関係機関・団体との連携により、市民による違法駐車を排除しようとする気運の醸

成・高揚を図ります。 

 

⑤ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

自治会、地元商店街等の地域の意見や要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、

違法駐車の取締り、広報・啓発活動等、ハード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を

推進します。 

 

（14） 道路交通情報の充実  

① 情報収集・提供体制の充実 

県計画に基づき、新たな情報技術の活用や情報収集・提供体制の充実、交通管制シ

ステムの充実・高度化により、道路交通にかかる情報提供の充実を図ります。 

 

② 分かりやすい道路交通環境の確保 

視認性・耐久性に優れた固定標識の整備及び利用者のニーズに即した系統的で分か

りやすい案内標識の整備を推進します。 

また、案内標識の英語表記の追加等の改善を推進し、国際化への対応に努めます。 

 

（15） 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

① 道路の使用及び占用の適正化等 

ア 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可については、道路構造

の保全と安全かつ円滑な道路交通の確保のために適正に運用するとともに、許可条件

の遵守、占用物件等の維持管理の適正化について指導します。 

イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、指導取締りにより

排除し、特に市街地について重点的に実施します。 

さらに、道路上から不法占用物件等をなくすための啓発活動に積極的に取り組みま

す。 

ウ 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事故・渋

滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整するとともに、掘り返し防止の対策とし

て共同溝等の整備も推進します。 
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② 休憩施設等の整備の推進 

過労運転に伴う事故防止のため「道の駅」等の休憩施設等の充実を図ります。 

 

③ 子どもの遊び場等の確保 

子どもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯による交通事故を防止するため、公園等の

充実にも努めるとともに、公立の小学校の体育施設等の開放を促進します。 

 

④ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠壊又は異常

気象等による交通の危険がある場合、及び道路に関する工事のために必要な場合は、

道路法（昭和 27年法律第 180号）に基づく通行の禁止又は制限を行います。 

 

⑤ 地域に応じた安全の確保 

積雪寒冷特別地域における冬期の安全確保のための除雪作業等に努めるとともに、

気象、路面状況等を道路情報提供装置等により提供します。 

 

（16） ウォーカブル*5な公共空間の整備 

県計画に基づき、居心地が良く歩きたくなる人中心の空間の整備を推進します。 

また、パークアンドライド*6 による公共交通や自転車利用の促進、車両走行速度の低下を

図る対策等に取り組みます。 

 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

(1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

① 幼児に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナ

ーを実践する意識の醸成と、日常生活において安全に道路を通行するために必要な

基本的な技能及び知識の習得を目指します。 

イ 取組 

幼稚園、保育所及び認定こども園では、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を

図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて、交通安全教育を計画的

かつ継続的に行います。これらを効果的に実施するため、交通安全カンガルー教室等 

 
*5 ウォーカブル：「居心地がよく歩きたくなる」の意 
*6 パークアンドライド：都市部などの交通渋滞緩和のため、自動車などを郊外の鉄道駅やバス停留所
などに設けた駐車場に停車（パーク）させ、鉄道や路線バスなどの公共交通機関へ乗り換えて（ライ
ド）目的地に行く方法 
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の学びの機会を提供するとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向上及び教

材・教具の整備・充実を図ります。 

交通安全教育における関係機関・団体等との連携を促進し、幼児の保護者が家庭

において適切な指導ができるよう交通安全講習会等の充実を図ります。 

さらに、交通ボランティアを対象に幼児の交通安全指導についての講習会を開催す

るとともに、動画やウェブサイト、SNS等を活用した情報提供等も充実します。 

 

② 小学生に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車の利用者として必要な

技能や知識、道路及び交通の状況に応じた危険の予測と回避する意識及び能力の習

得を目指します。 

イ 取組 

小学校では、家庭及び関係機関・団体等と連携し、学校の教育活動全体を通じて、

安全な歩行や自転車の安全利用、危険予測と回避、交通ルールの意味及び必要性

等に重点をおいて、交通安全教育を実施します。 

さらに、子どもの自転車の乗り方教室や、教育教材の作成・配布などを通じた通学の

安全対策に取り組むとともに、教員向けの心肺蘇生法の実技講習会等の取組も推進し

ます。 

また、児童の保護者が、日常生活の中で模範となって行動し、実際の交通の場面で

児童に対して、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう、保護者を対象とし

た交通安全講習会等にも取り組みます。 

さらに、通学路での児童の見守りや安全行動の指導等の充実を図るため、講習会の

開催や交通安全協会に対する活動支援等にも取り組みます。 

 

③ 中学生に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車で安全に道路を通行する

ために必要な技能や知識の習得に加え、他の人々の安全にも配慮した通行ができるよ

うになることを目指します。 

イ 取組 

中学校では、家庭及び関係機関・団体等とも連携し、学校の教育活動全体を通じて、

安全な歩行や自転車の安全利用、自動車等の特性、危険予測と回避、標識等の意味、

自転車事故における加害者の責任、応急手当等について交通安全教育を実施します。 

また、小学校に引き続き、中学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果を

高めていくため、自転車の安全利用を含む教育教材等の作成・配布、教員等への講
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習会等の取組を推進します。 

さらに、地域における保護者向け講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育

の促進を図ります。 

 

④ 高校生に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二輪車の運転者及び自転車の利

用者として必要な技能と知識の習得とともに、交通社会の一員としての交通ルールの

遵守や生命の尊重など、責任を持って行動ができる社会人の育成を目指します。 

イ 取組 

高等学校では、県計画に基づき、学校の教育活動全体を通じて、自転車の安全利

用、二輪車・自動車の特性、危険予測と回避、運転者の責任、応急手当等について更

に理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い将来、運転免許証等を取得することが予

想されることから、免許取得前の交通安全教育に取り組む必要があります。 

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導は、生徒の実態や地域の実情に応じて、

関係機関・団体や PTA等と連携し、通学等の理由により在学中に二輪車等を必要とす

る生徒がいることも考慮し、実践的な交通安全教育が求められます。 

中学校に引き続き、高等学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なも

のとするため、自転車の安全利用等を含む、教育教材等の作成・配布や教員等への

講習会等の取組が重要となります。 

さらに、地域における高校生及び同年齢者に対する補完的な交通安全教育を推進

するとともに、小中学校等との交流を通じた社会人としての自覚と交通安全活動への積

極的参加を促すことも必要であり、関係機関の役割分担の下、取組を進めます。 

 

⑤ 成人に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得時及び免許取得後の運転者の

教育を中心とした交通安全教育の充実を図り、特に、免許取得後は、運転者としての

社会的責任の自覚を促し、安全運転に必要な知識及び技能、特に危険予測・回避能

力の向上を図り、交通事故被害者等の心情への理解及び交通安全意識・交通マナー

の向上を目指します。 

イ 取組 

公安委員会が行う各種講習、自動車教習所、民間の交通安全教育施設等が行う運

転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者、運行管理者等

が行う交通安全教育を推進します。 

安全運転管理者や運行管理者等の法定講習や指導者向けの研修会等への参加を
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促し、事業所における自主的な安全運転管理を推進します。 

また、社会人を対象とした講座等による自転車の安全利用を含む交通安全教育の

促進と交通安全協会、安全運転管理者協会等の関係機関・団体、交通ボランティア等

による活動の支援を充実します。 

大学生・専修学校生等における自転車や二輪車・自動車の利用の実態に応じた交

通安全教育を推進します。 

また、運転免許証を持たない若者や成人が交通安全について学ぶ機会も設けるよう

努めます。 

 

⑥ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

ア 目標 

加齢に伴う身体機能の変化が歩行又は車両の運転等に及ぼす影響や、運転者側

から見た歩行者や自転車の危険行動に対する理解を深め、主体的に安全な交通行動

の実践ができるよう啓発と必要な技能及び交通ルール等の知識の習得を目指します。 

イ 取組 

高齢者に対して交通安全を指導できる者の養成や教材・教具等の開発、指導体制

の充実に努めるとともに、シミュレーター等の安全教育機器を活用した実践型の交通安

全教育を推進します。また、関係機関・団体、交通ボランティア、医療機関・福祉施設

関係者等とも連携し、高齢者向け交通安全教室等の開催や、各種の催し等の多様な

機会を活用した取組を推進します。 

運転免許証を持たず交通安全教育をあまり受けていない高齢者に対し、見守り活動

等の日常的に接する機会を利用した助言等に努めます。取組は、高齢者の自発性を

促すとともに、事故実態に応じた具体的な指導や反射材用品の利用等に留意します。 

このほか、高齢運転者に対する講習や免許更新時講習の内容を充実するとともに、

高齢運転者の受講機会の拡大と自発的な受講を促進します。 

また、加齢に伴い運転技術に不安を感じる高齢者に対しては、家族や関係機関等と

協力し、自主的な運転免許証の返納を促進します。 

電動車椅子やシニアカー（電動カート）を利用する高齢者に対しては、関係団体等と

も連携し、購入時等における安全利用の周知に取り組みます。また、高齢者に対して

地域及び家庭における適切な周知・啓発が行われるよう、交通安全をテーマにした世

代間交流の促進に努めます。 

高齢化の一層の進展に的確に対応するため、高齢者自身の交通安全意識の向上、

地域全体で高齢者を見守り配意する意識の高揚、地域の見守り活動の推進、高齢者

の安全確保に資する先端技術の活用を進めます。 

 

 



 

 

- 22 - 

 

⑦ 障害者に対する交通安全教育の推進 

実践型の交通安全教室の開催等の障害の種別や程度に応じたきめ細かな交通安全

教育を推進します。 

さらに、自立歩行が困難な障害者に対しては、介護者、交通ボランティア等の障害者

に付き添う者を対象とした講習会等にも取り組みます。 

 

⑧ 外国人に対する交通安全教育の推進 

外国人に対する我が国の交通ルールやマナーに関する知識の普及による交通事故防

止を目的として、定住外国人に対し、母国との交通ルールの違いや交通安全に対する考

え方の違いについての理解を深めるため、外国人を雇用する事業所等を通じた教育・啓

発を進めます。また、増加が見込まれる訪日外国人に対しては、関係機関・団体と連携し、

各種広報媒体の多言語化等により我が国の交通ルール周知に努めます。 

 

（2） 効果的な交通安全教育の推進   

交通安全教育は、参加・体験・実践型の方法を積極的に活用します。関係機関・団体とも

連携し、交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師の派遣及び情報の提供等の充実を図

ります。 

また、受講者の年齢等に応じた交通安全教育指導者の養成・確保を図るとともに、ドライ

ブレコーダーやシミュレーター、ＶＲ等の安全教育機器の活用などにも努めます。さらに、必

要に応じて教育の方法、利用する教材等の見直し等を図り、社会やライフスタイルの変化、

技術の進展を踏まえた取組を推進します。 

 

(3) 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

① 交通安全運動の推進 

一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通

マナーの実践を習慣付けることを目指して、国等と連動した交通安全運動のほか、近江

路交通マナーアップ運動やゆりかもめ運動などの啓発活動に加え、交通安全思想の広

報・啓発を推進します。 

交通安全運動の実施に当たっては、事前に運動の趣旨、実施期間、運動の重点事項、

実施計画等について広く市民に周知することにより、市民参加型の交通安全運動を展開

するとともに、関係機関・団体とも連携し、運動終了後の継続的・自主的な活動につなげ

ます。 

 

② 横断歩行者の安全確保（横断歩道利用者ファースト運動） 

信号機のない横断歩道における横断歩道手前での減速や横断歩道における歩行者

優先の再認識を図るため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進します。 
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また、歩行者に対しても、運転者に対して横断する意思を伝え、安全を確認してから横

断を始めること等の自らの安全を守るための交通行動を促します。 

 

③ 自転車の安全利用の推進 

自転車が道路を通行する場合は、車両としてのルールの遵守と交通マナーの実践に

ついての市民理解と周知徹底を図ります。 

自転車乗用中の交通事故の防止や自転車の安全利用を促進するため、「自転車安全

利用五則」（平成 19年７月 10日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定）を活用す

るなど、歩行者や他の車両への配慮等も含めた自転車の正しい乗り方に関する普及啓

発に取り組みます。 

また、自転車の安全利用を促進するため、特に運転技術や交通ルール、交通マナー

等を習得するための子どもの自転車の乗り方教室を開催します。 

配達や通勤・通学を始め、様々な目的で利用されている自転車について、ルールやマ

ナーに違反する行動を防止するため、自転車運転者講習制度をはじめとする交通安全

教育等の充実を図ります。 

自転車は、歩行者と衝突した場合等に加害者となる側面もあることから、自覚と責任を

もつ意識を育みます。事業者等の協力も得て損害賠償責任保険等への加入対策を進め

ます。 

また、夕暮れ時間帯から夜間における自転車事故防止のため、灯火の徹底や反射材

用品等の取付けの促進を図ります。 

自転車に同乗する幼児の安全確保のため、幼児同乗時の安全性に優れた幼児二人

同乗用自転車の普及を促進するとともに、幼児用座席におけるシートベルトの着用を促

進します。 

自転車乗用時のヘルメット着用による頭部被害の軽減効果についての理解を促進し、

幼児、児童、生徒に加え、転倒リスクの高い高齢者等、全ての世代における自転車利用

時のヘルメットの着用を促進します。 

 

④ 歩きスマホ禁止の徹底 

歩きながらスマートフォンを操作する「歩きスマホ」は、周辺に対する視野が狭まり、注

意力が散漫になることで、交通事故やトラブル等を誘発する可能性が高いことから、歩き

スマホ禁止の周知・啓発に取り組みます。 

屋外で歩行しながらスマートフォンを操作する人が多い現状を踏まえ、歩きスマホを「し

ない、させない」気運を醸成するために、歩きスマホによる事故事例等を示した啓発資料

などを活用し、広報紙、市ホームページによる周知・啓発、スマートフォンの販売店や携

帯キャリア等と協力した街頭啓発等に取り組みます。 

 



 

 

- 24 - 

 

⑤ 自動車のペダル踏み間違いによる事故対策の推進 

高齢運転者の自動車のペダルの踏み間違いにより重大事故が発生している状況を鑑

み、対策として、自動車の急発進等抑制装置の普及を促進します。 

 

⑥ シートベルトの正しい着用の徹底 

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法についての理解の促進や衝突実験映像

等を用いた着用効果が実感できる交通安全教育の推進、後部座席を含めた全ての座席

におけるシートベルトの正しい着用の啓発等に取り組みます。 

 

⑦ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法についての理解を深めるための広

報・啓発・指導を推進します。 

また、幼稚園・保育所・認定こども園、病院、販売店、交通安全協会等とも連携し、保護

者に対する効果的な取組を行います。 

  

⑧ 反射材用品等の普及促進 

夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止のため反射材用品

等の使用を促進します。 

 

⑨ 飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報・啓発活動等の推進 

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全教

育、広報・啓発を推進するとともに、地域や職域における飲酒運転根絶の取組を進め、

「飲酒運転をしない、させない、許さない」という市民の規範意識の醸成を図ります。 

 

⑩ 交差点事故防止対策の推進 

信号無視や一時不停止、安全不確認等の基本ルールの無視が原因による交差点事

故を無くすため、街頭指導や啓発活動等により「止まる、見る、待つ」の交差点通行時の

基本的な意識の醸成を図ります。 

 

⑪ 高齢者に優しい３Ｓ運動の推進 

高齢者の安全を確保するため、運転者や自転車利用者が高齢者に優しい運転（３Ｓ

「See:見る」、「Slow: 減速する」、「Stop:止まる」)に心掛けるよう、運転者の意識の高揚を

図ります。 

 

⑫ 効果的な広報・啓発の実施 

交通安全に関する広報については、広報紙、市ホームページ等の広報媒体や、市民
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がいつでも、どこでも重要な情報を速やかに得ることができるよう「生活安全ポータルサイ

ト」を開設し、活用していきます。また、広報の実効性を高めるため、次の方針により取り組

みます。 

ア 家庭、学校、職場、地域等が一体となった広範かつ集中的なキャンペーン等により、

子どもや高齢者の交通事故防止、シートベルト着用とチャイルドシートの使用、飲酒運

転や妨害運転等の根絶、違法駐車の排除等に加え、特に、スマートフォンを操作しな

がら運転する「ながらスマホ」の禁止や、道路交通に危険を生じさせないための、他の

車両、歩行者等の通行状況、時間帯、天候、路面の状態等に応じた安全かつ適切な

運転等の広報・啓発を推進します。 

イ 交通安全に果たす家庭や地域の役割は大きく、特に、子ども、高齢者等を交通事故

から守るために、保護者への周知・啓発、地域等からの要請に対応した出前講座、自

治会等の地域団体とも連携した広報・啓発に取り組みます。 

ウ 民間団体の交通安全に関する広報・啓発活動を促進するため、交通の安全に関する

資料や情報の提供等の支援に努めるとともに、報道機関の理解と協力を得て、交通安

全の気運の醸成を図ります。 

エ 地域や職域における広範な交通安全教育と広報・啓発活動を促進するためのＤＶＤ

等の教材の貸出や、子どもの見守り活動を支援するための横断旗、啓発用ビブス等の

支給に取り組みます。 

オ 交通安全の広報・啓発活動を広範に展開していくための地域の見守り活動や交通安

全教育に携わる人材の確保と育成に資するため、交通安全活動を行っている個人・団

体の表彰等に取り組みます。 

 

⑬ その他の普及啓発活動の推進 

県計画に基づき、高齢者の交通事故防止に関する市民意識の高揚、夜間の重大事故

の主原因となっている最高速度超過、飲酒運転等の違反防止、二輪車運転者のヘルメッ

トやプロテクターの着用、事故データ及び事故多発地点に関する情報の提供・発信、自

動車ユーザー・自動車運送事業者・自動車製造者等への先進技術の適切な使用に関す

る情報等の提供、交通安全推進を目的としたイベント等を推進します。 

さらに、県や交通事業者と連携し、「幼少期から地域の公共交通に親しみを持ち、自発

的な行動をとれる人間を育てる」ことを目的に、小学生を対象とし実施している交通環境

学習等のモビリティ・マネジメント*7 活動を推進し、高齢者や小学生等が自家用車以外で

も安全に移動できる公共交通の利用を促進します。 

 

 
*7 モビリティ・マネジメント：一人一人の移動が、個人的にも社会的にも望ましい方向（過度な自動車
利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向）へ自発的に変化することを促す、コミュニケー
ション施策を中心とした交通政策 
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(4) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

交通安全を目的とする民間団体における交通安全指導者の養成等の活動の支援と必要

な情報の提供に努め、主体的な活動を促進します。 

このため、地域団体、自動車製造・販売関連団体、自動車利用者団体等に対しても交通

安全運動等の機会を活かして働き掛けを行い、広範な活動を展開します。 

また、交通ボランティア等の資質の向上を図るための支援や相互協力体制の充実、地域

の実情に応じた交通安全教育の指導者や団体等の育成、交通安全の取組を次世代につ

なぐための幅広い年代の参画等を促進します。 

 

(5) 市民の参加・協働の推進 

交通安全は、市民に加え、当該地域を訪れ、関わりを有する通勤・通学者等も加えた安

全意識によって支えられていることから、交通安全思想の普及徹底を図るにあたり、行政、

民間団体、企業等と市民等が連携を密にし、地域の実情に応じた身近な活動を促進します。 

 

 

３ 安全運転の確保 

(1) 運転者教育等の充実 

県計画に基づき、運転免許証を取得しようとする者に対する教育としての自動車教習所

における教習や取得時講習、運転者に対する再教育等の充実、妨害運転等の悪質・危険

な運転者への処分者講習による再教育、二輪車安全運転対策、高齢運転者対策としての

高齢者教育や臨時適性検査等の実施、改正道路交通法に基づく高齢運転者の運転技能

検査制度の適切な運用、高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用等を進めるとともに、自動

車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境づくりを進めます。 

また、シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用の徹底、自動車安全運

転センターが行う事業の利用促進、自動車運転代行業者の指導育成、危険な運転者の早

期排除等の取組を連携して進めます。 

 

(2) 安全運転管理の徹底 

安全運転管理者及び副安全運転管理者による事業所内での交通安全教育指針に基づ

いた交通安全教育が適切に行われるよう取り組みます。 

また、事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、ドライブレコーダーの映像を活

用し身近な道路に潜む危険や日頃の運転行動の問題点等を自ら把握する取組を促進しま

す。 

 

(3) 事業用自動車の安全プランに基づく安全対策の推進 

県計画に基づき、事業用自動車の交通事故死者数・重傷者数・人身事故件数・飲酒運
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転件数の削減等を目標とする事業用自動車総合安全プランに基づく取組を促進し、割合

が増加している業務上における交通事故の削減を図ります。 

 

(4) 交通労働災害の防止等 

県計画に基づき、交通労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を行うことにより、

事業場における管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、適正な走行管理、運転者に

対する教育、健康管理、交通労働災害防止に対する意識の高揚等を促進します。 

 

(5) 道路交通に関連する情報の充実 

県計画に基づき、道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、竜巻等の気象情報や地

震等の自然現象等について、情報提供の強化に努めます。 

 

 

４ 車両の安全性の確保 

県計画に基づき、先進安全自動車（ASV）の普及促進や自動運転機能が作動する走行

環境・条件への理解、自動車の検査や点検整備の充実、不正改造車の排除等を進めるとと

もに、高齢運転者によるペダルの踏み間違いなど運転操作ミス等に起因する事故が発生し

ていることや、今後の高齢化の進展により運転者の高齢化が加速していくことを踏まえ、高

齢者が自ら運転をする場合の安全対策として、安全運転サポート車の普及を促進します。 

また、自転車の安全な利用と事故防止を図るため、自転車利用者による定期的な点検整

備の促進や損害賠償責任保険等への加入の徹底を周知するとともに、夜間における交通

事故防止のための灯火の徹底や反射材用品等の利用促進、幼児、児童、生徒や事故によ

る重症化リスクの高い高齢者のヘルメットの着用促進、幼児の同乗時において安全性に優

れた幼児二人同乗用自転車の普及促進に努めます。 

 

 

５ 道路交通秩序の維持  

県計画に基づき、交通事故の実態や違反等に関する地域特性等を考慮した交通指導取

締りを実施し、事故多発路線における街頭啓発を行い、飲酒運転、無免許運転等の悪質性、

危険性の高い違反等の根絶に重点的に取り組みます。 

また、事業活動における過積載や過労運転等違反の防止、自転車利用者による無灯火、

二人乗り、信号無視、一時不停止の防止、妨害運転飲酒運転等の悪質・危険な違反行為

の根絶、高速自動車国道等における交通指導取締りの強化、暴走族追放の気運の醸成等

に取り組むとともに、「大津市と大津警察署及び大津北警察署との安全で安心なまちづくり

に関する協定書」に基づく効率的かつ効果的な交通事故防止対策等に取り組むことで、道

路交通秩序の維持に努めます。 
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６ 救助・救急活動の充実 

県計画に基づき、救助体制の充実、多数傷者発生時における消防等の関係機関と連携

した救助・救急体制の充実、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心肺蘇生法等の

応急手当の普及啓発のために消防機関等が行う講習会等の推進、学校における教職員対

象の実習及び各種講習会の開催、中学校等での止血法・包帯法・応急手当の指導の充実、

救急救命士の養成・配置等の促進を図るとともに、救助・救急施設の整備や救助隊員及び

救急隊員の教育訓練の充実、緊急通報システム*8の充実等を図ります。 

   また、救急医療体制の整備や救急医療機関、消防機関等の関係機関における緊密な連

携・協力関係の確保を推進します。 

 

 

７ 被害者支援の充実と推進 

(1) 損害賠償の請求についての援助等 

① 交通事故相談活動の推進 

地域における交通事故相談活動を推進します。 

ア 滋賀県立交通事故相談所等とも連携し、円滑かつ適正な相談対応を行うため、日弁

連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターその他民間の犯罪被害者支援

団体等の関係機関、団体等との連携・協力に努めます。  

イ 交通事故被害者等の心情に配慮した相談対応が求められることから、多様化・複雑

化する相談内容に対処できるよう担当者の技能習得に努めます。 

ウ 市ホームページ等の積極的な活用により交通事故相談活動の周知を図り、交通事故

当事者に対し広く相談の機会を提供します。 

 

② 損害賠償請求の援助活動等の強化 

交通事故被害者等に対する適正かつ迅速な救助につながるよう、警察における救済

制度の教示や交通事故相談活動を促進します。 

 

(2) 交通事故被害者支援の充実強化 

① 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

公益財団法人おりづる会が交通遺児に対して行う経済的・精神的な援助事業や自動

車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸付け、交通遺児育成基金の行う

交通遺児育成のための基金事業等について情報提供を行います。 

 

 

 
*8 緊急通報システム：交通事故や緊急事態の発生時に電話等のネットワークを通じて専用の受付セ
ンターに手配を行うシステム 
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② 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

滋賀県立交通事故相談所、警察署の交通課、交通安全活動推進センター等で実施さ

れる交通事故被害者等への相談業務の周知や、民間の犯罪被害者支援団体と関係機

関相互の連携強化を図ります。 

警察における交通事故被害者等に対する交通事故概要や捜査経過等の情報を提供

及び「交通事故被害者の手引き」の活用に加え、生活支援も含めた被害者や遺族に対

するきめ細やかな対応を実現するための情報提供、相談窓口の充実にも取り組みます。 

また、交通事故被害者等が抱える悩みや困難に対して、専門的な知見による支援を実

施するため、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」に基づき民間被害者支

援団体である公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターによる取組を促進します。 

 

③ 自転車損害賠償保険等への加入義務の徹底 

自転車事故の加害者として賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救

済を図るため、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づく保険

又は共済への加入義務を徹底します。 

 

 

８ 情報収集及び調査研究の充実  

交通事故の発生要因が複雑化、多様化していることやＩＣＴ化の進展を踏まえ、今後の効

率的な道路交通安全対策に向けて、人・道・車それぞれの分野における情報収集と調査研

究を進めます。 

県計画に基づいて実施される安全運転の支援や交通管理の最適化、道路管理の効率

化、緊急車両の運行支援、高齢者の交通事故防止、交通事故の長期的予測、交通事故に

伴う社会的・経済的損失、交通事故被害者等の視点に立った交通安全対策、交通事故被

害者等の精神や健康の回復等を検証する研究成果を取組に活かします。 

安全運転の推進や効率的な道路の維持管理につながる技術の調査研究を進め、交通

事故情報に基づく原因の調査・分析を道路改良等の取組に活かします。 

また、交通事故情報や犯罪に関する情報を視覚的に理解できる「生活安全マップ」や、

交通安全や防犯に関する総合的なポータルサイトを構築し、市民に対して必要な情報を速

やかに提供できる環境を整備し、交通安全対策や調査研究の結果の効果的な周知に取り

組みます。  
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資料１ 第１０次大津市交通安全計画の振返り 

１ 第１０次大津市交通安全計画の目標 

(1)目標 

   令和２年までに、以下の２点を達成目標に定め各種施策を推進する。 

・年間の２４時間交通事故死者数（以下、「交通事故死者数」という。）を「５人以下」に 

する。 

・年間の交通事故死傷者数を「１，３００人以下」にする。 

  

(2)目標の達成状況 

・年間の交通事故死者数は、目標を達成できなかった。 

・年間の交通事故死傷者数は、平成３０年以降目標を達成できた。 

 

(3)第１０次計画期間における交通事故の発生状況 

・年間の交通事故死者数は、第１０次計画の目標を達成できず横ばいが続いている。 

・年間の交通事故死傷者数、交通事故件数は、平成２９年以降減少した。 

 

参考資料 
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(4)重点的に対応すべき事項の振返り 

 ①高齢者および子どもの安全確保 

ア 交通事故件数、交通事故死傷者数は減少傾向にあるが、特に高齢者の交通死亡事

故はほぼ継続的に発生している。 

 

【高齢者の交通事故の推移】                【子どもの交通事故の推移】 

  

イ 第１０次計画期間中の交通事故死者数で、人口構成比率と比べて、特に割合が高い

のは高齢者である。 

     【本市の人口構成率と年齢区分別の交通事故死者数の割合】     

 19歳以下 
20歳 

～39歳以下 

40歳 

～64歳以下 
65歳以上 

人口（人） 64,045 71,297 117,664 90,809 

 比率（％） 18.6 20.7 34.2 26.4 

交通事故死者（人） 8 8 15 17 

 比率（％） 16.7 16.7 31.3 35.4 
     ※人口は令和元年 12 月 31 日時点、交通事故死者数は平成 28 年から令和 2 年までの合計値。四捨五入により端数処理を行ってい

るため、比率の合計は 100％と一致しない場合があります。 

 

ウ 子どもの交通事故の約６４．３％は市道で発生している。 

       【市内の路線別交通事故件数の割合】  

※四捨五入により端数処理を行っているため、比率の合計は 100％と一致しない場合があります。 
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②歩行者および自転車の安全確保 

ア 歩行者、自転車の交通事故件数、交通事故死傷者数は減少傾向にあるが、交通事

故による死者は、自転車事故では令和元年以降０人が続いているが、歩行者事故で

は継続的に発生している。 
 
【歩行者の交通事故の推移】                【自転車の交通事故の推移】 

 

イ 交通事故による死者の半数近く（４５．８％）が、歩行中又は自転車乗用中である。 
 

【市内の状態別交通事故死者数の推移】 

 
③生活に密着した身近な道路および交差点における安全確保 

ア 交通事故件数の減少に合わせて、生活に密着した身近な道路の割合が高い市道で

の交通事故件数も減少傾向にある。 
 

【道路別交通事故件数の推移】              

    ※国道１６１号の管理は、平成２９年、３０年に国から県へ段階的に移管されています。 
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イ 交差点または交差点付近で発生した交通事故件数は、全体の半数（５０．５％）を占め

る。 

 

      【市内の道路形状別交通事故件数の推移】 

 

④その他 

ア 業務上や通勤時の交通事故件数の割合は増加傾向にある。 

 

【第１当事者の通行目的別の事故件数の推移】       【第１当事者の通行目的別の事故件数の割合の推移】 
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資料２ 交通事故発生状況 

 

 

 

 

１ 大津市および滋賀県の交通事故発生状況 

 

   ＜グラフの見方＞ （ページ左側は大津市、右側は滋賀県） 

 

(1)交通事故全体の状況 

 

(2)状態別の交通事故の状況 

①歩行者事故 
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【用語の説明】 
 ・子ども ： 15歳以下       ・一般  ： 25歳以上 64歳以下 
 ・若者  ： 16歳以上 24歳以下  ・高齢者 ： 65歳以上 
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②自転車事故 

 

③自動二輪車事故 

 
④原付の事故 

 
⑤子どもの事故 

 

⑥高齢者の事故 
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左側：大津市  右側：滋賀県 
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⑦高校生の事故 

 

(3)ドライバー別の交通事故の状況 

①若年ドライバー(16歳～24歳）の事故 

 

②高齢ドライバーの事故 

 

③県外ドライバーの事故 

 

(4)事故類型別の交通事故の状況 

①出会い頭事故 
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左側：大津市  右側：滋賀県 
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②交差点事故（付近を除く） 

 

③正面衝突事故 

 

④単独事故 

 

(5)違反別の交通事故の状況 

①飲酒運転による事故 

 

②信号無視による事故 
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左側：大津市  右側：滋賀県 
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(6)夜間の交通事故の状況 

 
 

２ 大津市の交通事故の分析 
※四捨五入により端数処理を行っているため、比率の合計が 100％と一致しない場合があります。 

(1)年齢区分別 

【死者数】 

 
【死傷者数】 

 
(2)交通手段別 

【死者数】 

【死傷者数】 
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H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども 66 5.0 97 7.0 77 6.1 74 7.0 48 5.4 72 6.1 54 6.7

若者 218 16.6 237 17.1 222 17.7 149 14.2 160 18.1 197 16.7 110 13.6

一般 859 65.6 848 61.1 763 60.7 671 63.8 556 62.8 739 62.8 504 62.3

高齢者 167 12.7 206 14.8 194 15.4 157 14.9 122 13.8 169 14.4 141 17.4

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

四輪車 4 44.4 3 23.1 1 16.7 4 36.4 6 66.7 3.6 37.5 4 50.0
自動二輪
原付 1 11.1 5 38.5 0 0.0 1 9.1 1 11.1 1.6 16.7 1 12.5

自転車 1 11.1 1 7.7 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0.6 6.3 0 0.0

歩行者 3 33.3 4 30.8 4 66.7 6 54.5 2 22.2 3.8 39.6 3 37.5

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

左側：大津市  右側：滋賀県 

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 36.4 0 0.0 0.8 8.3 0 0.0

若者 1 11.1 2 15.4 0 0.0 1 9.1 2 22.2 1.2 12.5 0 0.0

一般 8 88.9 6 46.2 2 33.3 1 9.1 4 44.4 4.2 43.8 3 37.5

高齢者 0 0.0 5 38.5 4 66.7 5 45.5 3 33.3 3.4 35.4 5 62.5

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

四輪車 848    64.7 849    61.2 769    61.2 598    56.9 486    54.9 710    60.3 461    57.0
自動二輪
原付 196    15.0 219    15.8 179    14.3 159    15.1 164    18.5 183    15.6 138    17.1

自転車 124    9.5 172    12.4 149    11.9 143    13.6 119    13.4 141    12.0 91      11.2

歩行者 142    10.8 147    10.6 159    12.7 151    14.4 117    13.2 143    12.2 115    14.2

その他 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 4 0.5
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(3)年齢区分別・交通手段別（第 10次計画期間：平成 28年～令和 2年） 

【死者数】 

 

【死傷者数】 

 
(4)道路別 

【死者数】 

 

【死傷者数】 

 

(5)通行目的別（第１当事者） 

【件数】 

四輪車 自動二輪・原付 自転車 歩行者 その他 合計
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども 3 16.7 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 - 5 10.4

若者 2 11.1 2 25.0 1 33.3 0 0.0 0 - 5 10.4

一般 8 44.4 5 62.5 1 33.3 7 36.8 0 - 21 43.8

高齢者 5 27.8 1 12.5 1 33.3 10 52.6 0 - 17 35.4

四輪車 自動二輪・原付 自転車 歩行者 その他 合計
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

子ども 179 5.0 3 0.3 107 15.1 105 14.7 0 0.0 394 6.7

若者 444 12.5 282 30.8 148 20.9 80 11.2 0 0.0 954 16.2

一般 2,512 70.8 533 58.1 329 46.5 322 45.0 1 100.0 3,697 62.8

高齢者 415 11.7 99 10.8 123 17.4 209 29.2 0 0.0 846 14.4

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

国道 4       44.4 8       61.5 2       33.3 6       54.5 5       55.6 5.0     52.1 2       25.0

県道 2       22.2 4       30.8 3       50.0 4       36.4 2       22.2 3.0     31.3 4       50.0

市道 3       33.3 1       7.7 1       16.7 1       9.1 2       22.2 1.6     16.7 2       25.0

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 0 0.0

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

国道 611    46.6 530    38.2 397    31.6 345    32.8 279    31.5 432    36.7 240    29.7

県道 290    22.1 383    27.6 443    35.3 351    33.4 285    32.2 350    29.7 289    35.7

市道 333    25.4 404    29.1 355    28.3 307    29.2 264    29.8 333    28.3 236    29.2

その他 76 5.8 71 5.1 61 4.9 48 4.6 58 6.5 63 5.3 44 5.4

H28 H29 H30 R1 R2 平均 R3
（件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％）

業務 135    12.8 152    13.8 153    15.9 140    16.6 137    18.7 143 15.2 118    18.0

通勤 105    10.0 111    10.0 138    14.3 114    13.5 92      12.6 112 11.9 115    17.5

通学 6       0.6 18      1.6 12      1.2 11      1.3 8       1.1 11 1.2 5       0.8

私用 787    74.6 800    72.4 635    65.9 558    66.3 488    66.6 654 69.5 416    63.4

その他 22 2.1 24 2.2 26 2.7 19 2.3 8 1.1 20 2.1 2 0.3
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(6)違反別 

【死者数】                                                 （人） 

 

  

第１当事者 H28 H29 H30 R1 R2 R3

車両 9 12 5 11 9 8

0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

ブレーキ操作不適 0 0 0 0 1 0

前方不注意 2 4 0 3 3 4

動静不注視 0 0 0 1 0 0

安全不確認 1 0 1 0 1 0

上記以外 1 2 2 2 3 0

1 1 1 3 1 1

0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

合計 9 13 6 11 9 8

その他

歩行者

当事者不明

交差点安全進行義務違反

安全運転

義務違反

指定場所一時不停止等

信号無視

通行区分違反

横断等禁止違反

進路変更禁止違反

追越し違反

右折違反

左折違反

優先通行妨害等

歩行者妨害等

徐行場所違反
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【死傷者数】                                                （人） 

 

 

  

第１当事者 H28 H29 H30 R1 R2 R3

車両 1,285 1,358 1,221 1,029 877 807

39 33 50 19 27 43

52 72 48 40 33 30

27 39 56 80 43 58

15 16 14 13 19 10

15 20 15 5 11 7

50 39 19 11 15 25

57 54 46 28 38 28

101 93 83 76 54 47

38 13 21 42 21 37

63 68 73 64 63 56

6 22 17 7 6 15

34 47 65 52 36 36

ブレーキ操作不適 63 32 41 44 49 32

前方不注意 369 452 232 173 141 155

動静不注視 175 162 259 247 187 137

安全不確認 131 141 122 55 79 57

上記以外 34 33 32 36 33 16

16 22 28 37 22 18

2 4 9 3 2 0

23 26 26 19 7 2

合計 1,310 1,388 1,256 1,051 886 809

その他

歩行者

当事者不明

交差点安全進行義務違反

安全運転

義務違反

指定場所一時不停止等

信号無視

通行区分違反

横断等禁止違反

進路変更禁止違反

追越し違反

右折違反

左折違反

優先通行妨害等

歩行者妨害等

徐行場所違反
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資料３ 運転免許証の自主返納の状況 

 

 

977
1,214 1,137

1,774 1,603 1,498

518

450
404

609

534
506

324

401
455

537

465
472

353

354 364

526

467
407

300

321 407

486

363
362

242

311 287

408

389
382

266

272 307

419

327

285

556

1,220
1,361

1,847

1,557

1,497

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

その他

甲賀市

近江八幡市

東近江市

彦根市

長浜市

草津市

大津市

3,536 4,543 4,722 6,606 5,705 5,409

（人）
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資料４ 交通安全対策基本法（一部抜粋） 

昭和４５年 ６月 １日 法律第１１０号 

改正 昭和４６年 ６月 ２日 法律第 ９８号 

 同 ５０年 ７月１０日  同 第 ５８号 

 同 ５８年１２月 ２日  同 第 ８０号 

 平成１１年 ７月１６日  同 第１０２号 

 同 １１年１２月２２日  同 第１６０号 

 同 １８年 ５月１７日  同 第 ３８号 

 同 ２３年 ８月３０日  同 第１０５号 

 同 ２５年 ６月１４日  同 第 ４４号 

 同 ２７年 ９月１１日  同 第 ６６号 

 令和 ３年 ５月１９日  同 第 ３６号 

 

(市町村交通安全計画等) 

第 26条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画

を作成するよう努めるものとする。 

2 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画

を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の

長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。 

3 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項 

4 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講

ずべき施策に関する計画(以下「市町村交通安全実施計画」という。)を作成するよう努めるもの

とする。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触

するものであつてはならない。 

5 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速

やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告

しなければならない。 

6 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、こ

れを都道府県知事に報告しなければならない。 

7 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交

通安全実施計画の変更について準用する。 
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資料５ 大津市交通安全条例 

令和 3年 12月 22日 

条例第 59号 

(目的) 

第 1条 この条例は、本市の区域における交通の安全(以下「交通安全」という。)に関し、基本理

念を定め、並びに市及び道路を通行する者の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らか

にするとともに、交通安全の確保に関する施策(以下「交通安全施策」という。)の基本となる事

項を定めることにより、交通安全施策を総合的かつ計画的に推進し、もって交通事故のない安

全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 市民等 市内に居住する者(以下「市民」という。)及び通勤、通学、観光旅行等により市内

に滞在する者をいう。 

(2) 交通安全要配慮者 子ども、妊産婦、高齢者、障害者その他の交通安全の確保を図る上

で特に配慮を要する者をいう。 

(3) 交通安全団体 地域において交通安全に関する広報及び啓発その他の活動を行う団体を

いう。 

(基本理念) 

第 3条 交通安全の確保は、市民等の生命及び身体が最も優先して保護されなければならない

という基本的認識の下に、交通安全要配慮者の安全に特に留意しつつ、市、市民等、事業者、

関係機関等が相互に連携及び協力を図り、主体的かつ積極的にこれに取り組むことにより行

われなければならない。 

(市の責務) 

第 4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、交通安全施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

2 市は、交通安全施策の策定及び実施に当たっては、市民等及び事業者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

3 市は、交通安全施策の実施に当たっては、国及び滋賀県(以下「国等」という。)並びに交通安

全団体と役割を分担し、国等及び交通安全団体の施策との整合性の確保を図りつつ、緊密な

連携の下にこれを行うものとする。 

(道路を通行する者の責務) 

第 5条 道路を通行する車両(道路交通法(昭和 35年法律第 105号)第 2条第 1項第 8号に規

定する車両をいう。以下同じ。)の運転者は、交通安全要配慮者の安全の確保に特に留意しつ
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つ、道路交通に危険を生じさせないよう、他の車両、歩行者等の通行状況、時間帯、天候、路

面の状態等に応じて、安全かつ適切に運転をしなければならない。 

2 道路を通行する歩行者は、スマートフォン等の情報機器の画面に表示された画像を注視する

などの周囲への注意が散漫となる行為を行いながら歩行することによって道路交通に危険を

生じさせないようにしなければならない。 

(市民等及び事業者の役割) 

第 6条 市民等及び事業者は、基本理念についての理解を深め、日常生活又は事業活動におい

て主体的かつ積極的に交通安全の確保に資する取組みを行うよう努めるとともに、市が実施す

る交通安全施策に協力するよう努めるものとする。 

(道路交通環境の整備等) 

第 7条 市は、安全な道路交通環境を確保するため、国等と連携し、道路及び交通安全施設の

保全、整備、改良その他の必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、交通安全要配慮者の安全の確保に特に留意するも

のとする。 

3 市は、市有施設の整備に当たっては、道路の見通しを確保できるように工作物を配置する等の

施設及びその周辺における交通安全を確保するための措置を適切に講ずるものとする。 

4 市は、市民及び事業者が住宅、事業所その他の施設において前項の措置に準じた取組みを

行うことを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(広報及び啓発) 

第 8条 市は、国等及び交通安全団体と連携し、交通事故を生じさせるおそれのある危険な運転

の防止、交通事故負傷者を救護するためにとるべき措置その他の交通安全の確保に関して必

要な事項について、知識の普及及び意識の高揚を図るための広報及び啓発を行うものとする。 

2 市は、前項の広報及び啓発を行うに当たっては、道路交通を取り巻く環境の変化等の社会情

勢の変化を踏まえるとともに、多様な言語への対応及び多様な文化への配慮に努めるものと

する。 

(子どもの事故の防止) 

第 9条 市は、家庭、学校等において子どもが交通安全に関する理解を深めることにより、交通

事故に遭わないための安全な行動をとることができるよう、子どもの発達段階に応じた交通安

全教育の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。 

2 保護者は、家庭において、その監護する子どもに対し、交通安全に関する知識の習得及び意

識の高揚のために必要な教育を行うよう努めるものとする。 

(高齢者の事故の防止) 

第 10条 市は、高齢者が自らの身体機能又は認知機能の変化に係る理解を深めることにより、

安全に道路を歩行し、又は車両を運転することができるよう、広報及び啓発その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

(自転車による事故の防止) 
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第 11条 市は、自転車が関係する交通事故を防止するため、国等及び交通安全団体と連携し、

自転車の安全で適正な利用に関する教育の実施、広報及び啓発その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

(交通安全施策の充実に係る情報収集等) 

第 12条 市は、国等及び交通安全団体と連携し、交通安全施策を充実させるために必要な情報

の収集及び分析並びに調査研究等を行うものとする。 

2 市は、交通安全の確保に資する技術について積極的に調査研究を行い、その成果を交通安

全施策に反映するよう努めるものとする。 

(交通安全の確保に関わる人材の育成等) 

第 13条 市は、交通安全施策の実施に当たり、地域において交通安全の確保及び交通安全に

関する啓発活動に関わる人材を育成するとともに、その活動環境の向上のために必要な措置

を講ずるものとする。 

(交通事故被害者等に対する支援) 

第 14条 市は、交通事故の被害者及びその家族が平穏な生活を営むことができるよう、総合的

な支援を行うものとする。 

(大津市交通安全対策会議) 

第 15条 交通安全対策基本法(昭和 45年法律第 110号)第 18条第 1項の規定に基づき、大津

市交通安全対策会議(以下この条において「会議」という。)を置く。 

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 本市の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の

企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

3 会議は、会長及び委員 20人以内をもって組織する。 

4 会長は、市長の職にある者をもって充てる。 

5 委員は、第 1号から第 3号まで及び第 6号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命し、

並びに第 4号及び第 5号に掲げる職にある者をもって充てる。 

(1) 国の関係地方行政機関の職員 

(2) 滋賀県の職員(次号に掲げる者を除く。) 

(3) 滋賀県警察の警察官 

(4) 教育長 

(5) 消防局長 

(6) 市職員(前 2号に掲げる者を除く。) 

6 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 

7 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関す

る事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。 

8 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 



 

 

- 18 - 

 

9 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(安全点検期間) 

第 16条 市は、通学路等における子どもの交通安全を確保するため、毎年度、市民との協働並

びに国等及び交通安全団体との連携の下、通学路等を集中的に点検する期間を設けるものと

する。 

(表彰) 

第 17条 市長は、交通安全の推進に貢献し、その功績が顕著であると認めるものを表彰すること

ができる。 

(財政上の措置) 

第 18条 市は、交通安全施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

(委任) 

第 19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

(大津市交通安全対策会議条例の廃止) 

2 大津市交通安全対策会議条例(昭和 45年条例第 31号)は、廃止する。 

(経過措置) 

3 前項の規定による廃止前の大津市交通安全対策会議条例第 1条の規定により置かれた大津

市交通安全対策会議並びにその委員及び特別委員は、第 15条の規定により置かれる大津市

交通安全対策会議並びにその委員及び特別委員となり、同一性をもって存続するものとする。 
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資料６ 大津市交通安全基金条例 

令和 3年 12月 22日 

条例第 60号 

(設置) 

第 1 条 本市における交通安全施策の推進に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭

和 22 年法律第 67 号)第 241 条第 1 項の規定により、大津市交通安全基金(以下「基金」とい

う。)を設置する。 

(積立て) 

第 2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

(管理) 

第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

(運用益金の処理) 

第 4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるも

のとする。 

(繰替運用) 

第 5 条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

(処分) 

第 6 条 基金は、第 1 条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができ

る。 

(委任) 

第 7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料７ 大津市と大津警察署及び大津北警察署との 

安全で安心なまちづくりに関する協定書 

 

大津市（以下「甲」という。）と大津警察署及び大津北警察署（以下「乙」という。）は、次のとおり、

安全で安心なまちづくりに関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1条 この協定は、交通事故防止対策や特殊詐欺被害防止対策等の取り組むべき課題につい

て、甲及び乙が相互に連携及び協力することにより、当該課題に的確に対応し、地域の安全か

つ安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

（連携及び協力の推進） 

第 2 条 甲及び乙は、前条の目的を達するため、それぞれの所管する事業のうち、相互に連携及

び協力することにより、効率的かつ効果的に事業を推進することができるものについて、積極

的にその連携及び協力を推進するものとする。 

（情報の共有） 

第 3 条 甲及び乙は、連携及び協力して事業を推進するに当たって必要となる情報を共有するも

のとする。 

2 前項の情報の共有のため甲及び乙が情報を提供するに当たっては、法令の定めに従い、その

範囲内においてこれを行うこととする。 

（政策協議） 

第 4条 甲及び乙は、この協定の目的の達成のために、必要に応じて政策協議（甲と乙が連携及

び協力して行う事業等について包括的に行う協議をいう。以下同じ。）を行うものとする。 

2 政策協議には、大津市長、大津警察署長及び大津北警察署長が出席するものとする。 

3 前項の規定は、政策協議に同項に定める者以外の者が出席することを妨げるものではない。 

（個別協議） 

第 5条 甲及び乙は、特に連携及び協力して推進すべき事業に関して、実効性のある事業を推進

するため、適宜、個別協議を開くものとする。 

2 前項の個別協議には、甲及び乙の関係する部署の職員が出席するものとする。 

（秘密の保持） 

第 6条 甲及び乙は、この協定を運用するに当たって知り得た情報をこの協定の目的以外の目的

のために使用し、又はこれを第三者に漏らしてはならない。 

 （有効期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年を経過した日までとする。ただし、協定

期間の満了する日から起算して３０日前の日までに、甲、乙いずれからも更新をしない旨の申

出がないときは、更に１年間同一の条項で更新するものとする。 
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（その他） 

第 8 条 この協定に定めるもののほか、この協定の施行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議

の上、これを定めるものとする。 
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